
徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 の 表 二 十 二 の 項 中 「 若 し く は 一 時 預 か り 事 業 」 を 「 、 一 時 預 か り 事 業 若 し く は 病 児 保 育 事 業 」 に 改 め 、 同 表 二 十 四 の 項 か ら 二 十 六 の 項 ま で 、 三

十 の 項 及 び 三 十 一 の 項 中 「 阿 南 市 」 を 「 小 松 島 市 阿 南 市 」 に 改 め 、 同 表 三 十 五 の 項 4 を 次 の よ う に 改 め る 。

4 法 第 四 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 定 款 の 変 更 の 届 出 の 受 理

第 二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 1 中 「 同 条 第 三 項 （ 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 徳

島 県 農 業 会 議 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 同 条 第 七 項 」

に 、 「 及 び 同 条 第 五 項 」 を 「 、 同 条 第 八 項 」 に 、 「 都 道 府 県 と の 協 議 」 を 「 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 」 に 、 「 二

ヘ ク タ ー ル 」 を 「 四 ヘ ク タ ー ル 」 に 改 め 、 同 項 2 中 「 及 び 第 五 項 」 を 「 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 法 第 五 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 五 項 」 に 、 「 第 四 条

第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 九 項 」 に 、 「 徳 島 県 農 業 会 議 」 を 「 農 業 委 員 会 」 に 改 め 、 「 並 び に 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 と の 協 議 」 を 削 り 、 「 二 ヘ

ク タ ー ル 」 を 「 四 ヘ ク タ ー ル 」 に 改 め 、 同 項 4 中 「 徳 島 県 農 業 会 議 又 は 農 業 委 員 会 か ら の 報 告 の 徴 収 」 を 「 農 業 委 員 会 又 は 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 対 す

る 報 告 の 要 求 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

6 法 第 五 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 措 置 の 要 請 の 受 理 （ 1 及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

第 二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 中 「 鳴 門 市 阿 南 市 」 を 「 鳴 門 市 」 に 改 め 、 同 表 中 八 十 二 の 項 を 八 十 三 の 項 と し 、 七 十 九 の 項 か ら 八 十 一 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰

り 下 げ 、 同 表 七 十 八 の 項 中 「 八 十 の 項 」 を 「 八 十 一 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 七 十 九 の 項 と し 、 同 表 中 七 十 七 の 項 を 七 十 八 の 項 と し 、 六 十 八 の 項 か ら 七 十 六 の

第 三 十 五 号
徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 五 号 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 六 十 七 の 項 3 中 「 基 準 」 を 「 規 準 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 八 の 項 と し 、 同 表 中 六 十 六 の 項 を 六 十 七 の 項 と し 、 六 十 五 の 項 を

六 十 六 の 項 と し 、 六 十 四 の 項 を 六 十 五 の 項 と し 、 同 表 六 十 三 の 項 中 「 六 十 六 の 項 」 を 「 六 十 七 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 四 の 項 と し 、 同 表 中 六 十 二 の 項 を

六 十 三 の 項 と し 、 六 十 一 の 項 を 六 十 二 の 項 と し 、 同 表 六 十 の 項 中 「 六 十 六 の 項 」 を 「 六 十 七 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 一 の 項 と し 、 同 表 中 五 十 九 の 項 を 六

十 の 項 と し 、 五 十 六 の 項 か ら 五 十 八 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 五 十 五 の 項 22 中 「 第 百 三 十 六 条 」 を 「 第 百 三 十 六 条 第 一 項 」 に 、 「 県 農 業 会 議 」 を 「 農

業 委 員 会 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 五 十 六 の 項 と し 、 同 表 中 五 十 四 の 項 を 五 十 五 の 項 と し 、 四 十 六 の 項 か ら 五 十 三 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 四 十 五 の 項 1

中 「 及 び 同 条 第 六 項 」 を 「 並 び に 同 条 第 六 項 及 び 第 七 項 」 に 、 「 徳 島 県 農 業 会 議 」 を 「 都 道 府 県 機 構 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 六 の 項 と し 、 同 表 四 十 四 の 項 の

次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 十 五 法 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の （ 二 以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る 農 地 に 係 る も の を 除 く 。 ）

1 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 農 地 の 転 用 の 許 可 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 同 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ

る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 （ 同 一 の 事 業 の 目 的 に

供 す る た め の 二 ヘ ク タ ー ル を 超 え る 農 地 の 転 用 に 係 る も の を 除 く 。 ）

2 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 の 許 可 、 同 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 法 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 法 第 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 法 第 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会

の 意 見 の 受 理 、 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る

法 第 四 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 （ 同 一 の 事 業 の 目 的 に 供 す る た め の 二 ヘ ク タ ー ル を

超 え る 農 地 又 は そ の 農 地 と 併 せ て す る 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 に 係 る も の を 除 く 。 ）

3 法 第 四 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 、 測 量 又 は 障 害 物 の 除 去 若 し く は 移 転 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 立 入 調 査 等 に 係 る 通 知 又 は 公 示 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 損 失 の 補 償 （ 1 、 2 及 び 5 に 掲 げ る 事 務

に 係 る も の に 限 る 。 ）

4 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 又 は 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 対 す る 報 告 の 要 求 （ 1 か ら 3 ま

で 及 び 5 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

5 法 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 処 分 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 書 の 交 付 （ 1

及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

阿 南 市
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6 法 第 五 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 措 置 の 要 請 の 受 理 （ 1 及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 改 正 後 の 第 二 条 第 二 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 法 令 若 し く は 条 例 若 し く は 規 則 （ 以 下 「 法 令 等 」

と い う 。 ） の 規 定 に よ り 知 事 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 当 該 事 務 に 係 る 法 令 等 の 規 定 に よ り 知 事 に 対 し て さ れ て い る 申 請 そ の 他 の

行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て は 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 村 の 長 が 管 理 し 及 び 執 行 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 施 行 日 以 後 に お け る 当 該 事 務 に 係 る 法 令

等 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 市 町 村 の 長 の し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 当 該 市 町 村 の 長 に 対 し て さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

3 農 業 協 同 組 合 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 機 構 の 意 見 の 聴 取 （ 改 正 後 の 第

二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 1 若 し く は 2 又 は 四 十 五 の 項 1 若 し く は 2 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ こ れ ら の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 村 が 処 理 す る こ と と さ れ る 許 可 に

係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 事 務 は 、 当 該 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 。

提 案 理 由

地 方 自 治 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 の 長 と の 協 議 に 基 づ き 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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